
 

 

 

認知症対応型共同生活介護事業所 

虹の丘グループホーム重要事項説明書 
 

 

 

  
     

 

当事業所は、ご契約者に対して指定認知症対応型共同生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通りご説明いたします。 

１．事業所を経営する法人について 

（１）法人名        社会福祉法人 夏秀会 
（２）法人所在地     三重県鈴鹿市稲生町字北野 5545 番地 

（３）電話番号       ０５９－３８３－８３８３ 
（４）代表者氏名     理事長 玉田 夏美 
（５）設立年月       平成２９年 １２月１９日 
 

２．ご利用いただく事業所について 

（１）事業所の種類      指定認知症対応型共同生活介護事業所  
    当事業所は、鈴鹿亀山地区広域連合より 2490300247 号 にて介護保険の指定を受けていま

す。 

（２）事業所の名称      虹の丘グループホーム 
（３）事業所の所在地    三重県鈴鹿市稲生町字北野 5545 番地 

（４）電話番号         ０５９－３８３－８３８３ 
（５）事業所長（管理者） 氏名   玉田 夏美 
（６）開設年月         平成３０年 ９月 １日 
（７）入所定員           ９ 名 
（８）営業日と面会時間 

       営 業 日  年中無休 

      面会時間  午前９時 ～ 午後５時 

（９）居室等の概要 当事業所で利用される居室は、原則は全室個室です。 

３．職員の配置状況について 

  事業所長１名，介護職員３名以上 
 （グループホーム入居９名に対して、介護職員１：利用者３の割合となります。）  

① 介護支援専門員（計画作成担当者）１名以上 
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４．当事業所が提供するサービスと利用料金について 

 ◆ 介護保険運営基準で定められたサービスを提供いたします。 

 ① 食事  食事時間 朝食７：３０～８：３０  昼食１２：００～１３：００  夕食１８：００～１９：００  

  ② 入浴 一般浴（利用者の希望に応じ適宜）入浴が出来ない状態の場合は、清拭を 
適宜行います。 

 ③ 排泄 排泄の自立を促すよう、ご契約者の身体能力に応じた援助を行います。 

 ④ その他自立への支援 

    清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 Ａ．＜サービス利用料金＞ １日当たりの事業所介護サービス単位数 

要介護状態等 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス単位数 ７６４ ８００ ８２３ ８４０ ８５８ 

利 用 料（円） ７，８４６ ８，２１６ ８，４５２ ８，６２６ ８，８１１ 

１割負担額（円） ７８５ ８２２ ８４５ ８６３ ８８１ 

 ・初期加算  ：30 単位／日  

※①新規入居後 30 日を上限として加算されます。  

 ②１ヶ月以上入院し、再入居した場合も加算されます。 

・医療連携加算Ⅰ：39 単位／日  ・認知症専門ケア加算Ⅱ：4 単位／日 

 ・看取り加算（45 日上限）：  死亡日以前 31~45 日以下 72 単位／日 

死亡日以前 4~30 日    144 単位／日 

                死亡日前日及び前々日  680 単位／日 

                死亡日         1280 単位／日 

 ・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）：6 単位／日 

  ※看取り加算は、医師が看取りの段階であることを認める等、その他規定の条件を満たした

上で算定されるものであり、毎月加算されるものではありません。 

  ・口腔・栄養スクリーニング加算：20 単位／1 回（６月に１回） 

  ・栄養管理体制加算      ：30 単位／月 

  ・科学的介護推進体制加算   ：40 単位／月 

  ・入退院支援：246 単位／日（1 月に 6 日限度） 

  ※入院後３か月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受け入れ体制を 

   整えている場合に、1 月に 6 日を限度として算定されるものであり、毎月算定されるもの

ではありません。 

  ・介護職員処遇改善加算：上記加算を加えた※介護報酬総単位数に所定の加算率（11.1％）

を乗じた単位 

 ※鈴鹿市は地域区分が「6 級地」になります。上記サービス単位数＋下線部の加算（新規入

居時は初期加算を含む）を加えた総単位数に 10.27 を乗じた合計金額の 1 割が利用料金に 
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なります。なお、上記利用料金は 1 日あたりの金額の目安を表示したものです。1 ヶ月の 

合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の関係で差異が生じる場合があります。 

Ｂ．＜介護保険の給付対象とならないサービスの概要と利用料金＞ 
      ・家賃                一日あたり   ２，０００円  

   ・食材費                  一日あたり   １，５００円 

・光熱費               月額     ２０，０００円 

   ・洗濯代（洗剤、柔軟剤、水道代）   一回あたり      ２００円 
      ・布団リース（リース希望者のみ）   一日あたり      １２０円 
   ・おむつ代                      実費 
   ・理美容代                      実費 
   ・その他日常生活品費（利用者の選択による）      実費 
   ・退居時掃除費用                   実費 
※ 改修が必要な状況（汚染、破損等）の場合は別途、改修、修繕費用を徴収させていただき

ます。 

※ 洗濯代、布団リース代、その他日常生活品費に関しては、ご家庭にて調達、処理 

を選択されることも可能です。その場合、費用は発生いたしません。 

◆ ＜利用料金のお支払い方法＞ 

     上記の料金・費用 Ａ，Ｂ は、一ヶ月ごとに概算計算し、翌月末に指定の銀行 

口座より自動引き落としとなります。 

     ご利用できる金融機関    百五銀行またはその他の銀行 

          ※振り込みを希望される場合の当法人指定預金口座 

百五銀行 鈴鹿支店 普通口座 １１９４５３９ 

      口座名義 社会福祉法人夏秀会 理事長 玉田夏美 

５．事業者の義務等について 

   ・サービス提供にあたって、契約者の体調・健康状態をみて、医師と連携し、契

約者ならびにその家族と相談し、必要に応じて医療機関への受診を配慮します。 

  ・事業者，従業員は、サービス提供で知り得た契約者およびその家族等に関      
した情報等を正当な理由なく第三者に漏洩しません。また、この守秘義務は本 

   契約終了後も継続します。 
   ・事業者はサービス提供に際して、日々の介護記録等を家族等の関係者に定期的 

に開示することとします。 
６．事故発生時の対応について 

  ・サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族に連絡し、必要な    

措置を講じます。また、鈴鹿亀山広域連合にも速やかに連絡・報告をいたします。 

・サービス提供による賠償すべき事故の場合は、賠償責任を負います。但し、事業所の 

‐ ３ ‐ 



 

 

   責に帰さない事由による場合は、賠償責任は免れます。 

７．サービスの中止・変更・終了について 
  ・当事業所との契約が終了する日をもって、サービス提供は終了となります。 

・退去の際は原則として退去日から遡り１０日間を猶予期間とし、退去の事実を 

申し出ることとします。それに満たない急な退去に際しては損金の支払いが必 
要となります。損金として、家賃の１０日分が必要となります。 

     また、以下の事由が生じた場合は、サービスは中止・変更になります。 
①  要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立・要支援１と判定もしくは変更された場合 

②  ご契約者が入院された場合（入院後一ヶ月間は在所扱い。）入院中は家賃と管理費は徴収さ

せて頂きます。 

③  事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

④ 事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合      

   ⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

    ⑥  ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、                     

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を 

          生じさせた場合 

   ⑦ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者

    等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約

   を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

８．契約者からの相談・苦情の対応について 

  ・相談については、介護主任もしくは計画作成担当者が窓口となり、援助いたします。 

  ・苦情は口頭でも受け付け、事務所にも「意見箱」を設置。匿名でもご利用できます。 

  ・苦情・要望は、苦情処理担当者が必要に応じて、当事業所の該当する委員会等で協議し、

解決にあたります。また、必要に応じ責任者が口頭・文書等で報告いたします。 

苦情相談窓口  
 当事業所 

ご利用相談室 

窓口担当者  玉田 夏美 

ご利用時間  月曜～土曜 午前９時～午後５時 

ご利用方法  電話 （０５９）３８３－８３８３ 

面接      虹の丘グループホーム 

意見箱     施設玄関下駄箱上に設置 

鈴鹿亀山地区 

広域連合 

所在地    鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号 鈴鹿市役所西館３階 

電話番号（０５９）３６９－３２０５  ＦＡＸ（０５９）３６９－３２０２ 

対応時間   平日午前９時～午後５時 

三重県国民健康 

保険団体連合会 

（国 保 連） 

所在地     津市桜橋２丁目９６ 三重県自治会館 

電話番号（０５９）２２２－４１６５ ＦＡＸ（０５９）２２２－４１６６ 

対応時間   平日 午前９時～午後５時 
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指定認知症対応型共同生活介護事業所サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき

重要事項の説明を行いました。 

               令和  年  月  日 

 

   虹の丘グループホーム 
   説明者職名 氏名                     

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定認知症対応型共同生 
活介護事業所サービスの提供開始に同意しました。 
 

令和  年  月  日 

 

   利用者   住所                       

 

               氏名                      

 

         代理人   住所                        

 

               氏名                      

              （利用者との関係       ） 

                             連絡先電話 
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認知症専門ケア加算（Ⅱ）算定                       令和２年４月１日 改訂 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ算定                 令和２年４月１日 改訂 

介護報酬改定に伴う「単位数」変更                    令和３年４月１日 改訂 

「サービス提供体制強化加算（Ⅲ）」算定                 令和３年４月１日 改訂 

「栄養管理体制加算」※新設 算定                    令和３年４月１日 改訂 

「口腔・栄養スクリーニング加算」算定                 令和３年４月１日 改訂 
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